
一般社団法人那覇地区薬剤師会会費規程 

 

（目的）  

第１条 この規程は、一般社団法人那覇地区薬剤師会（以下「本会」という。） 定款第７条に基づき、正会員及び準会

員、賛助会員、特別会員の会費に関し必要な事項を定める。  

 

（会費の種別及び額） 

第２条 本会の会費は、正会員会費、準会員会費、賛助会員会費とし、各会費の額は別表１に定める。 

  ２ 前項の会費は、会長の指定する日までに、本会へ納入しなければならない。 

 

（年会費の取扱い） 

第３条 年会費は、年度を単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度途中で入会した者の当該年度分の年会費は、入会した月の翌月から当該年度末 

までの月割りで計算した額とする。 

３ 会員が疾病、罹災等により年会費の納入が困難なときは、理事会で定めるところにより、これを減免すること 

ができる。 

 

（会費区分の変更） 

第４条 会員が年度途中で会費区分の変更を生じた場合の会費の取扱いは、理事会で定める。       

 

（年会費の支払時期） 

第５条 当該年度の４月末日（当該日が休日のときは、翌日）までに本会所定の方法により納入するものとする。  

 

（督促） 

第６条 会員が第５条の期限内に会費を支払わなかったときは、会長は納付期限を付して催告する。 

  ２ 納付期限からの延滞期間については、延滞割増金を徴収することができる。 

 

（会員資格喪失の場合の会費の扱い） 

第７条 定款１０条３項により、会員か本会を退会またはその資格を喪失しても、既納した会費は返還しない。 

 

（年会費徴収に係る早期納入割引） 

第８条 早期納入割引は、入会の翌年度以降の年会費から行うもとし、かつ、４月末までに一括納入した会員に対し適

用する。 

   （１）Ａ会員 ４，０００円 

   （２）Ｂ会員 １，０００円 

  （３）準会員 １，０００円 

 

（補則） 

第９条 この規程の施行に際し、必要な事項は別に定める。 

  ２ この規程を改廃する場合は、理事会の議を経て、社員総会の決議により行う。 

 

附 則 

１ この規程は、令和５年５月２７日から施行する。 

 

 



 

【別表１】会費 

種 別 金 額 備 考 

正会員 

Ａ会員 ２４，０００円／年 
・年度途中入会は24,000円の月割りした額を一括納入 

・翌年度以降、4月末までに一括納入で20,000円（割引適用） 

Ｂ会員 ６，０００円／年 
・年度途中入会は6,000円の月割りした額を一括納入 

・翌年度以降、4月末までに一括納入で5,000円（割引適用） 

Ｃ会員 免 除  

準会員 ６，０００円/年 
・年度途中入会は6,000円の月割りした額を一括納入 

・翌年度以降、4月末までに一括納入で5,000円（割引適用） 

賛助会員Ａ 免 除  

賛助会員Ｂ １，０００円／月  

特別会員 免 除  

 

 

附 則 令和６年５月２０日 一部改正 

 

 

 

 

 

 


